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虚空蔵大台滝遺跡を通じて

―城郭構造の視点から―

利　部　　　修※

　はじめに

　秋田県秋田市河辺に所在する虚空蔵大台滝遺跡は、秋田空港アクセス道路建設事業が発端で平成
16 年（2004）に発掘調査が実施された（利部編著 2007）。遺跡は和田丘陵地に接する御所野段丘
の南東に立地し、東西約 450 ｍ・南北約 300 ｍの北に弓形状に張り出した範囲である（図１）。そ
の南西側 6,500㎡の調査区は、平坦部、南の斜面部、沢部を挟み南の尾根部に分かれる。平坦部の
標高は 45 ～ 46 ｍで推移し、台地状を呈した上面のほぼ全面に及んでいる。沖積地との比高差は凡
そ 35 ｍ、平坦部の眼下には岩見川が西に流れ４㎞で雄物川に合流する。その地は、横手盆地から北
西方向に流路を変更した雄物川の、蛇行が収束する秋田平野南端に位置している。
　遺跡の東側には、遺跡間中心域の距離が約１㎞で和田丘陵地を利用した中世の戸島館跡が立地す
る。応安２年（1369）城内に鎌倉八幡神を勧請した伝えがあるものの、戸島館跡の始まりは不明で
ある。永禄 13 年（1570）安東愛季が、檜山安東氏（能代市）と秋田安東氏（秋田市）を合併しており、
丘陵尾根づたに平坦地や土塁・堀切り等が連続する景観はその頃の威勢を伝えた戦国期城郭と認めら
れる（石塚編 1999）。その縄張りは確定しておらず、関連した施設が虚空蔵大台滝遺跡まで及んで
いると見られる。中心部の最も高い標高は約 85 ｍ、比高差は凡そ 75 ｍである。
　虚空蔵大台滝遺跡は、中世と９・10 世紀を含んで古代末葉の 11 世紀中心の遺跡であり、平成 23
年（2011）、「清原氏の城館」という副題を添えて遺跡の概要を述べたことがある（利部 2011）。
城館を用いた遺跡の表記は、『前九年・後三年合戦』の副題「11 世紀の城と館」に規制された面も
あるが、中世の時代は城を表記するのに、城郭よりも城館が通用している慣習に依っていた。最新の
『広辞苑』には城郭の用語はあるが（新村編 2018）、城と館を結びつけた城館の用語は掲載していな
い。従前の辞書類で城館を掲載する例は極稀である１）。
　城郭と城館の用語は、考古学用語辞書類の出発点とも言える『日本考古学辞典』（日本考古学協会
編 1962）を皮切りに、『改定新版　日本考古学用語辞典』（斎藤 2004）等にも、「城郭」はあっても「城
館」の記載はない。管見では、『日本考古学事典』（田中・佐原編 2002）の小野正敏「城館」を知る
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※　元秋田県埋蔵文化財センター

01）	城館を掲載している辞書に『日本国語大辞典第二版　第７
巻	』（日国辞典第二版編集委員会編他 2001）があり、『日

本大百科全書		11』にはヨーロッパのこととして、その
用語を解説している（濱谷 1986）。
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図１　虚空蔵大台滝遺跡の位置・範囲・遺物

11 世紀の出土遺物

出入口

（利部 2011より）
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のみである。城館は、城の館に特化した研究に用いる用語と言えよう 2）。古代城柵における郭の表記
には、城の輪郭を示す外郭やそれと中心部政庁の間を仕切る内郭の表記があり、それぞれの内部を外
郭域・内郭域と呼んでいる場合がある（小井川 2010、八木 2021）。そこには外郭線の用例も見ら
れる。一方払田柵跡では、「外郭線」（材木塀・築地塀）と「外郭」を区別し、郭を輪郭の内側として
用いている（払田柵跡事務所 1995）。郭を輪郭や領域とする二つの見方があり、古代郭の表記には
混乱が見られる。古代の郭表記が輪郭を示す場合には、輪郭及びその内部を含む中世・近世の郭の理
解とは一線を画すことになるのである。本文では、城の立地や内部施設の構成に視点を置き古代から
近世を通覧する立場から、郭を領域と見做し城郭の用語を中世・近世のみならず古代の城柵にも及ぼ
して用いていく 3）。なお郭は、一般に「城・砦で、堀や石垣などで仕切られた区画」を意味するとし
ているが（新村編 2018）、古代城柵の当事者がどのように用いていたかは別問題である。
　また、城に関するくるわ（郭・曲輪）の表記も気にしておきたい。中・近世では、郭は曲輪とも表
現し、「曲輪は城館の防御された削平地」とされている（千田 1997）。これらは主に城を構成する区
画域を意味し、曲輪は特に中世城郭研究で多用されている。鳥羽正雄は『日本歴史大辞典』城の項目
で城郭史と表記し、古代から近代までの８区分を示した（鳥羽 1979）。氏は城を「軍事的な目的をもっ
て構築した防禦設備」とし、「中世以降複郭の城が多くなるにつれ、本城以外の諸区画を郭と書いて、
「くるわ」とよみ、曲輪の字をもあてるようになった。」としている。城全般に関わる場合には、曲輪
を排した郭で統一表記するのが相応しいと考えている。																							

　２　虚空蔵大台滝遺跡の概要

　遺跡の年代は凡そ９世から 16 世紀に及ぶが、主体となる 11 世紀及びその前後について述べてい
く。広い面積の平坦部は、東に位置する大きな空堀（推定）によって西側の略平行四辺形と略二等辺
三角形に分かれ、後者は更に窪地の空堀（推定）によって略三角形と先端部（遺跡東端）に分かれて
いる（図１）。この南側の斜面と沢を挟んで東西の痩せ尾根がある。発掘調査区域は平坦部・斜面部・
尾根部に分かれ、本文では平坦面を西から順次、郭１・郭２・郭３と仮称する。このうち平坦部と斜
面部は城郭の造成と密接に関連し、11 世紀の城郭と推定したのは斜面部の遺物の在り方による。は
じめに各調査区域の遺構、次にそれらと関連した 11 世紀前後の遺物について述べていく。	
　（１）斜面部（図１・２）
　斜面部上位では（郭１）、発掘調査によって平坦部縁辺からの切岸（ＳＶ 1998）、その直下の空堀（Ｓ
Ｄ 16）、その外側に付属する土塁（ＳＦ 1000）、空堀に垂直方向に取り付く出入口（ＳＣ 2000）
等が明確になった。更に斜面部下位には、切岸掘削時の厚い土砂の下から、テラス状遺構（整地面）、
その広い面に建つ掘立柱建物跡（ＳＢ 1008）、鍛冶炉・焼土遺構等が検出された。以下主な遺構を
中心に述べる。
　斜面上位の切岸は空堀と共にＬ字状を呈し南面と南西面を成すが、幅は南面約 25 ｍ×南西面約
17 ｍ、南面の高さは 6.5 ～ 10 ｍである。空堀も切岸と同じく屈折するが幅が５～６ｍ、長さが南
02）	古代の朝鮮式山城・城柵研究、近世城郭研究の間にあっ

て中世城跡の研究が立ち遅れていたが（石丸 1981）、城
内にある館跡調査の進展や城主の関係が注目され、中世
においては城館の用語が定着してきた。古代や近世と比
較して、３～４万箇所（中井 1992）或いは４～５万箇所
（松田 2019）とされる圧倒的な数の中世城跡が存在して
おり、城館用語の使用を後押ししている。一方で、城館の
用語を城郭・城館（館城）の城と、城以外の館を総称した

意味として用いている例もある。『山形県中世城館遺跡調
査報告書』は、「城、盾、館、屋敷、砦、物見台等」を調
査対象としている（山形県教委編 1997）。城館の用語に
は前者の狭義と後者の広義があり、使用に当たってはその
意味合いを意識する必要がある。

03）	城柵の柵は、全体の城と対比して防御施設としての柵を指
すが、柵は堀や土塁等と共に郭に含まれる個別施設と理解
している。
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図２　斜面部の遺構 （利部編著 2007より）
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側で約 28 ｍ、南西側で約 22 ｍである。深さは東端で 1.6 ｍ、屈曲部では 2.5 ｍ以上あり、底面は
南側から南西側にかけて徐々に傾斜している。土塁は東端の断面で幅約６ｍ、厚さ 0.2 ～ 0.3 ｍの
版築、更に上部に 0.3 ～ 0.4 の盛土を確認し、空堀屈折部辺りまで続いていると判断した。出入口
は南西方向に狭い扇状を呈し、南東側が段を作り出入口の傾斜に沿い、北西側は幅 1.5 ｍ前後で両
側に小さな土塁を造り道状に平行する。空堀との接続部分は、撹乱を受けて地山が露呈しており全体
に平坦で、南西側の土塁を基に推定した開口部の幅は約 10 ｍ、南西方向に４度の角度で傾斜する。
　斜面部下位の遺構群は、大半が城郭以前の切岸掘削土で埋め立てられており、便宜的に東側・中央・
西側と区分してやや詳しく述べる。
　東側では広いテラス状遺構が見つかった。東西の奥壁が約 14 ｍ、北西隅からの南北側壁が約４ｍ、
高さは奥壁で最大 0.8 ｍ、壁下に溝が巡る。造成面は東西約 19 ｍ×南北約 11 ｍで、東側に更に延
び南側は削平を受ける（ＳＺ 1999）。造成面より高い部分の奥壁に約 2.5 ｍの溝が確認でき、本遺
構より古いテラス状遺構の存在が推定された。この遺構に沿って、東西５間×南北４間の掘立柱建物
跡を検出した。北西隅の柱穴は、長軸 0.82 ｍ×短軸 0.72 ｍの楕円形、深さは 0.76 ｍである。こ
こからは多くの箸や木屑が出土しており、北西に意味を持つ地鎮に関わるものであろう。柱穴のいく
つかには、切岸掘削時の礫が埋め込まれ、城郭造成時に柱を抜いて建物を解体したのは明白である。
　中央では東側のテラス状遺構面とほぼ同一の高さで、東西に長い小規模なテラス状遺構 10 基が重
複して見つかった。奥壁と壁面下の溝・僅かな床面が残存し、最も良く残存する例では奥壁約８ｍ×
幅約２ｍ、殆どが沢側に開く「コ」の字状を呈していたと考えられる。それらが重複していた範囲は
凡そ、東側の南北幅が約５ｍ、西側の南北幅が約１ｍで、その間は約 25 ｍである。その西端は斜面
西側の道路状遺構に接続し、出入口の西端へ徐々に高くなる。
　次に、斜面下位で検出した鍛冶炉２基と焼土遺構 18 基について述べる。鍛冶炉の１つは、東側の
テラス状遺構（整地面）のほぼ中央で建物跡と重複して確認した。もう１つは、中央東側の小規模な
テラス状遺構と重複して見つかった。前者は長軸 0.33 ｍ×短軸 0.29 ｍ、後者は長軸 0.27 ｍ×短
軸 0.23 ｍで略円形を呈する。焼土遺構は、中央西端の１基を除き、東側から中央の東部分にかけて
集中するが、２基は小規模なテラス状遺構を切っている。他に東部と中央で土坑１基ずつ、両地区で
多数の柱穴約 70 基を検出している。
　以上は、便宜的に斜面部上位と斜面部下位に分けて述べたが、斜面下位東部テラス状遺構の奥壁は
斜面中位まで達していた。また、斜面中位の中央には東西の長さ約 15 ｍ×最大幅約４ｍ、奥壁の高
さ 0.3 ～ 0.4 ｍのテラス状遺構が存在しており、城郭以前の斜面中位から下位にかけて開発行為に
伴う掘削が、広く及んでいたことが確認できた。
　（２）平坦部（図１・３・４）
　当地区で、遺物が明確に伴って 11 世紀の遺構と断定できる遺構は見つかっていない。古代から中
世と推定された遺構には、空堀・柵跡・テラス状遺構・掘立柱建物跡・礎石建物跡・竪穴状遺構・土坑・
焼土遺構・溝跡・柱穴・性格不明遺構がある。このうち、11 世紀とそれ以前に想定される主な遺構・
遺物を中心に述べる。当地区は、郭２・３を除いた郭１のうち調査が及んだ区域である。
　空堀は重複する遺構より相対に旧く、城郭築城に近い年代を想定している。西側の崖面に垂直に造
られ、その先端は縁辺に沿って僅かに突出する。確認した長さは 21.5 ｍで、幅約 1.2 ｍ、深さが約
1.2 ｍの箱堀である。突出部には１間×１間の掘立柱建物跡を想定した。西側柱穴が小さく南西柱穴
が低すぎる点から、立派な櫓は想定できないものの斜面監視施設の可能性がある。後述する柵跡の一
部に切られている（利部 2008 ｂ）。空堀には平坦部の区画その他の機能が考えられる。
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図３　平坦部南西端の遺構
（利部編著 2007より）
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図４　平坦部の掘立柱建物跡

（利部編著2007より）
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　斜面部の切岸・空堀・土塁と平坦部で対応するのが縁辺部の柵跡である。切岸側から出入口、西側
崖にかけて連続するが、斜面の崩落等の影響で消滅している箇所がある。比較的良好に観察できたの
は切岸上位の縁辺部である（図３右下）。東端部では、平面距離 3.5 ｍの間に５条の柵跡を確認したが、
ほぼ等間隔で存在していた。上位２条の柵跡は、内部に打ち込みと思われる杭列が認められるが、他
の３条には殆ど認められず、構築上の相違を示すと考えられる。切岸中央部付近の断面では、６つの
溝跡を確認し６期の柵跡を想定したが（利部 2008 ｂ）、併存した柵跡も考慮する必要がある。これ
らの柵跡は、空堀や切岸がＬ字状に屈折する部分で途切れ、切岸に沿って約 120 度開いた方向への
連続性がある。西側崖側の柵跡は、調査区北端域の平面距離４ｍの間に４～６条を検出した。これら
の柵跡では、溝よりも大きな柱穴が部分的に認められた。
　平坦部の南西端部に位置するテラス状遺構（ＳＺ 1140）は、この東西方向の柵跡及び壁面と切岸
上位の柵跡で囲まれた空間である（図３）。直線の壁面は、消滅部分を考慮すると約 12 ｍあり、こ
れを直径とした半月状の広がりが主要な部分と考えられる。平坦面は緩く南に傾斜し、内部からは壁
面を意識した竪穴状遺構や直角に仕切った溝の他、多数の柱穴が見つかった。更に東側も矩形の壁面
が認められ、全体としてテラス上遺構の範疇として把握した。本遺構は、斜面空堀に接する出入口及
びその東側を見下ろす所に位置しており、戦略上の攻撃用施設が存在した区域と見做される。
　平坦面の掘立柱建物跡は、高島成侑・佐々木浩一両氏の協力を得て 39 棟を復元している。斜面や
尾根部が中世の墓域であることから、中世の建物跡を含む可能性もある。次に、検出された掘立柱建
物跡のうち大形の２棟を簡単に記述する（図４）。
　ＳＢ 2026 は桁行７間×梁行１間で北側と南側に庇の付いた建物と考えられるが、中央部桁行の
痕跡が本来存在していた桁行２間の可能性もある。桁行Ｐ 11 －Ｐ１が 15.1 ｍ、梁行Ｐ１－Ｐ３が
7.45 ｍである。柱穴は大きさに斑があり、庇を有するが整然とした建物とは言えない。空堀を切り
込んでいる。ＳＢ 2029 は桁行６間×梁行３間で、四面に各々塀を持つが南側と西側は連続する。
桁行Ｐ８－Ｐ３が 13.05 ｍ、梁行Ｐ 12 －Ｐ６が 8.65 ｍであり、やや歪んでいるものの総体に柱
穴の大きさが整っている。建物と塀の距離は、30 ～ 40㎝と狭く四面で共通している。これらの２
棟は、長軸方が同じ略東西方向で重複し、平坦部調査区の南側に位置している。
　上記建物以外には１～５間×１間、２間×２間、５間×３間の他、長方形に張り出しを持つ建物等
と多彩である。総じて３間×１間が多く見られる。これら建物の配置状況を概観すると、建物長軸
が西側崖面に沿う配置（北側）と長軸がそれに直交する配置（ＳＢ 2026・2029 等）…①群、崖面
より 30・40 度程西に偏じた長軸方向の配置（全域）と長軸がそれに直交する配置（南側）…②群、
と大きな纏まりを持つようである。①群・②群はそれぞれで重複がみられる。なお北側崖面近くに、
一辺約４ｍ前後の隅丸方形を呈した竪穴建物跡を検出した（図１）。深さ約１ｍの四隅と壁際に、径
30㎝前後の扁平な礫８個を礎石として据えており、戦国期の倉庫を兼ねた櫓と考えられる。
　（３）尾根部（図１・５）
　尾根は東西に長い瘠せ尾根で、東側がやや高い鞍橋状を呈する。東側の高位面から北側緩斜面及び
沢頭にかけて調査したが、流路筋自体の調査は行っていない。当地区からは、テラス状遺構・土坑・
焼土遺構・溝状遺構・柱穴様ピット・性格不明遺構が見つかっている。ここでは 11 世紀の年代が明
確な重複した２つのテラス状遺構を取り上げる（図５）。
　テラス状遺構は鞍橋状を呈する尾根の東側高位、頂部尾根線上に軸線を沿わせて位置していた（Ｓ
Ｚ 1769 旧、ＳＺ 1770 新）。ＳＺ 1769 は南東側の壁の一部が確認できたのみでＳＺ 1770 に切
られている。尾根に沿う南東壁は約 3.6 ｍで壁の深さは約 0.75 ｍ、溝の深さは５㎝内外である。壁
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図５　尾根部テラス状遺構と出土かわらけ等

（利部 2007より）
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溝は、ＳＺ 1770 より高い位置で検出した。南東壁溝に直行する溝の帰属は不明である。
　ＳＺ 1770 はＳＺ 1769 を切り込むが、長軸の南東壁は一部で共有するように配置され、北東側
にも本来壁があったと考えられる。南東壁は現状で 13.2 ｍ、床の短軸方向は現状で約４ｍ、北東付
近の壁の深さは約１ｍである。南東壁の中央には、約２ｍの距離を隔てて小さな柱穴が対で確認され
この部分が壁より僅かに外に張り出すことから、二つの遺構に共通した出入口を想定した。
　ＳＺ 1770 では、１期（新）・２期（旧）の床面を確認している。１期の床面には焼土が散在して
おり、南東壁際の中央北寄りに纏まったかわらけが出土し、一部は南の壁際に散乱していた。下の２
期には、小さな土坑・焼土遺構と共に多くのピットが見つかった。１期と２期の間に際立った間層は
認められない。ＳＺ 1770 は、ＳＺ 1769 と共に本来は長方形の上屋を持つ簡易な建物跡と考えら
れる。１期ではピットが殆ど確認できず、焼土遺構やかわらけの在り方から後述する地鎮行為があっ
たと考え、ＳＺ 1770 空間利用の最終段階と判断した。２期のピット群は、上屋を支える簡易な小
穴と考えられるが、一部にＳＺ 1769 の小穴も含むかもしれない。

　３　遺跡の時期区分と年代

　報告書では遺跡の年代について、９・10 世紀の土師器・須恵器も僅かに認められるものの、11
世紀の遺構の城郭に関わった時期区分を行った（利部編著 2007）。Ⅰ期が城郭以前、Ⅱ期が城郭存
続期及び空堀埋没期、Ⅲ期は城郭空堀を中世土坑（ＳＫ 1118）が切り込むことからこれ以降とし、
小期を設けてⅠａ期・Ⅰｂ期、Ⅱａ期・Ⅱｂ期、Ⅲ期の５期に区分した。そして当時の時代認識か
ら、Ⅲ期以降を中世、それ以前を 11 世紀以降の古代の範疇とした。但しⅡｂ期の空堀埋没時期の始
まり、つまり城郭廃棄時期は不明である。古代については、尾根部のテラス状遺構（ＳＺ 1770）出
土の良好なかわらけを一括土器群Ａ、斜面部のテラス状遺構（ＳＺ 1999）整地層内の土器を一括土
器群Ｂとして把握し、それらを基軸として詳細に論じたことがある（利部 2007）。以下では主とし
てⅠａ期・Ⅰｂ期・Ⅱａ期について述べるが、遺跡の時期区分や年代は、斜面部のテラス状遺構（Ｓ
Ｚ 1999）・掘立柱建物跡（ＳＢ 1008）・空堀（ＳＤ 16）・切岸（ＳＶ 1998）、尾根部のテラス状
遺構（ＳＺ 1770）等の遺構と遺物の関連性から導いたものである。
　（１）ＳＺ 1999 整地層内の一括土器群Ｂ（図６）
　城郭の年代を決定する上で、ＳＺ 1999・ＳＢ 1008 がＳＤ 16 やＳＶ 1998 の土砂で直接厚く
覆われていた事実を先に挙げなければならない（図６）。仏堂と想定しているＳＢ 1008 の柱穴には
4）、切岸の斜面に認められる層中の礫が直接埋め込まれており、ＳＢ 1008 の廃絶と城郭の造成がほ
ぼ同時に進行していた。これを前提にＳＢ 1008 とＳＺ 1999 の関連を述べる。ＳＺ 1999 はＳＢ
1008 を建てるために造成されており、斜面側の地山掘削範囲と沢側の斜面を埋めた整地層側に分か
れる。この整地層に関連して土師器やかわらけ等が出土した（図６－１～ 13）。
　１～３は整地面の最上部生活面の出土であり、４～ 12 は整地層内からの出土である。１はかわら
けの小皿（図１－２）、２・３もかわらけの椀・皿と思われる。後者については、他の破片も含み一
括土器群Ｂとした。11の灰釉陶器（図１－１）と 12の甕は下位整地層から、４～ 10のかわらけ小皿・

04）	仏堂を推定する根拠として以下の５点を指摘した（利部
2008 ａ）。南北を意識した建物である	（ア）。柱間には溝
があり板塀で囲った施設と思われ、内部に角材等を並べた
構造を想定（イ）。北西隅の柱に箸と木屑が埋められ、地
鎮行為を伴う特別な建物（ウ）。付近から同時期の小塔が
出土している（エ）。当地の星辻神社の祭神が、もと虚空

蔵菩薩とする記載がある（オ）。建物は後述するように、
城郭直前まで存続し、清原氏や安倍氏の宗教施設と並行す
る。清原氏の大鳥井山遺跡や陣館遺跡からは、寺院とみ
られる四面庇付掘立柱建物跡が検出され（島田・信太編著
2009, 島田編著 2017）、安倍氏の寺院は杉本良の論考で
述べられている（杉本 2006）。
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図６　斜面部テラス状遺構と整地層関連遺物 （利部 2007より）

SZ1999

]
。

，
 

`- {Fd  

[949 ̀
．と＇

E寸

へ
、9.t. 、 ．｀ 汰．
冬' -‘ゞ

互
い出川ぃ＼
ーL/

口言
―-―
 

EOOLO
 

—
-—

~ 
EOOLO
 

疇

、＼旧山リ

~''" 

『
い鼠‘》

m

―
-l
 

E 



26

椀・小甕は最上部のⅦ－３層及び相当層の出土である。一括土器群Ｂには、ＳＢ 1008 に関わる灰
釉陶器とかわらけやＳＺ 1999 以前の鍛冶炉や焼土遺構の生産に関わる把手付土器や土師器が混在
している、と考えられる。
　灰釉陶器については、現状の評価を把握しておらず報告書作成段階の考えを引用しておく。「この
灰釉陶器は、井上喜久男氏より灰釉陶器の最終段階の東濃産（現岐阜県）明和 27 号窯式と鑑定して
戴き、氏は 11 世紀第３四半期を中心とする 11 世紀後半の年代を想定した。～美濃窯を精力的に調
査している山内伸浩氏は、明和 27 号窯式を 11 世紀中葉に想定している。灰釉陶器の年代根拠につ
いては、現時点では消費地の資料を拠り所にすべきと考えられるが、明和 27 号窯式の下限年代も不
明瞭なことから、本遺跡出土の灰釉陶器を 11 世紀中葉に考えておきたい。」と報告書では述べた（利
部編著 2007）。11 世紀第２四半期を考慮する研究者もおり、中葉の年代観は各研究者に共通する位
置付けである。
　転用硯とした灰釉陶器は、子細に観察すると「製作時の砂粒擦痕に赤墨が認められ」、「ＳＢ 1008
の築造に関わる赤墨の必要性にせまられたものであろう。」と推定した。そして使用後は、意図的
に破壊し整地層の造成土に入れ込んだ地鎮行為を想定した（利部 2008 ａ）。この時期の城郭にお
ける灰釉陶器の出土例は、岩手県比爪館遺跡があるものの北東北では殆ど認められていない（八木
1989）。灰釉陶器はそれ自体が高級陶器の部類に属し、ＳＢ 1008 の創建に関わる在地領主の力量
が推測される。
　ＳＢ 1008 は仏教施設の仏堂等を想定したが、それと関連して銅製小塔（長さ約 10㎝）について
付言しておく（図１－４）。ＳＢ 1008 の西側約 15 ｍの遺構外から出土したが、掘削土下のⅠ期に
属す。小塔は三重塔をデフォルメしたと解釈しており、「ａ～ｄ下の小さな膨らみまでが相輪部、ｇ
と上下の四角形が３つの屋根、その下に四角な基壇（ｉ）がある。」と解釈した（利部 2008 ａ）。
この小塔を銭弘俶塔の相輪と見る山口博之の見解とは相容れない（山口 2019）。相輪部を強調した
小塔の存在は、ＳＢ 1008 を仏堂とした５つの根拠のうちの一つであり（利部 2008 ａ）、この地域
の仏教信仰を主導できたのは有力在地領主に他ならない。
　（２）ＳＺ 1770 の一括土器群Ａ（図５）
　前述のように、ＳＺ 1770	はＳＺ 1769 を切り込み、後者にから纏まったかわらけが出土した。
これが一括土器群Ａである。床面から20㎝より上位では、黄褐色地山土を多量に含んだ埋土で覆われ、
これを当地区の造成に関連した祭祀と考え、造成地業に伴う地鎮行為と解釈した（利部 2008 ａ）。
かわらけの一部は、南東壁沿い散乱するが本来は纏まっていたと考えられる。かわらけは 45 点確認
しており、そのうち器種不明な４点（16 ～ 19）を除き、椀が２点、小皿が 39 点である。本論には
小皿 15 点・椀２点・不明器種４点、比較のため平坦部資料３点を掲載した。出土器種の在り方から、
椀（図１－３）と小皿のセット関係が指摘できるものの、小皿が圧倒的に多くを占めている。
　小皿は、底部から口縁部まで図示できる 37 点の観察では、「大きさが口径８㎝前後・底径４㎝前
後・器高 2.5㎝前後～全体に分厚く底部がやや突出気味な例が多く、口縁部が直線的に外傾するか外
反する。」特徴がある。椀は、「口径が推定約 10.5㎝・底径が推定約 5.5㎝・器高約４㎝で、底部が
突出し口縁部が内湾する。」特徴がある（利部 2007）。また小皿の形態を規定する製作工程を観察し、
「①ロクロ上で粘土紐を２～３段巻き上げ概略の形を作る→②内面底部の端部辺りから口縁部にかけ
て木口状工具によるロクロ調整を行う～→③底部から口縁直下にかけてロクロ調整を施す～→④内外
面口縁部のロクロ調整を施す～→⑤ロクロ左回りの回転糸切り手法を施す」と製作技法を整理し（利
部 2007）、報告書ではこれを虚空蔵大台滝遺跡型（虚空蔵タイプ）とした（利部編著 2007）。
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　ロクロ左回りの回転糸切り痕跡は、清原氏の根拠地大鳥井山遺跡でも 21 点確認しており、虚空蔵
大台滝遺跡が清原氏の系列にあることを報告書作成段階で確信した。2011 年、岩手県の研究者によ
り、10 ～ 12 世紀のかわらけを中心にしたロクロ左回転土器の精査が行われ、成果が報告された。
それによると、岩手県では「11 世紀後から末葉（11 世紀第四半期）に該当する北上市の古代末期
の遺跡群から」出現し、安倍氏関連遺跡には認められないとしている（井上・君島・君島 2011）。
清原氏勢力の反映と考えており、両俘囚長関連遺跡の動向を探る指標としている。
　なお、器高が虚空蔵タイプより低く、口縁部が底部から連続して内湾する小破片が、斜面部より１
点出土している（図６－ 13）。底部は糸切りと考えられ、口径に対して底径が半分より広い特徴が
観察できる。明らかに虚空蔵タイプと異なるが、11 世紀後葉か末葉とされる白山堂山頂一括土器群
の小皿に類似すると考えられる（小野寺 2004）。一括土器群Ａの年代に近いかわらけとして、気に
しておきたい。
　（３）一括土器群と時期区分（図２・５・６）																														
　Ⅰａ期・Ⅰｂ期・Ⅱａ期の時期区分に当たり、基本になるのが一括土器群の評価である。注目した
のが、一括土器群Ｂに含んでいないかわらけ小皿の存在である（図１－２、図６－１）。この小皿は
虚空蔵タイプの皿で、一括土器群Ａの小皿と同様の特徴がある。小皿はＳＺ 1999 造成面の生活面
上の出土である（１～３）。使用された期間は、テラス状遺構の造成及び掘立柱建物跡の創建からそ
れらが城郭造成の土砂で埋まり廃棄するまでの、建物存続期間が考えられる。これがⅠｂ期であり、
一括土器群Ａもこの時期に対応すると見做せる。従って一括土器群Ｂから一括土器群Ａの変遷があ
る。
　整地層内の一括土器群Ｂには、灰釉陶器や把手付土器を含んでいる。灰釉陶器は建物跡の創建に関
係した可能性を先に述べたが、かわらけ（５）の灯明皿も同じ関係性が示唆され、これも他のかわら
けを含んで建物創建期の可能性がある。つまりⅠａ期土器の使用年代は、Ⅰｂ期より旧い段階を含む
と考えることができる。
　灰釉陶器や灯明皿（図６－５）等の建物と関連する遺物に対して、把手付土器（同 10）は鉄生産
等に関わる遺物とされ、対称的な使用が考えられる。事実付近からは羽口付きの鉄滓も出土し、掘立
柱建物跡と重複して見つかったのが鍛冶炉（ＳＳ 1001）である。鍛冶炉はテラス状遺構に削平され
ており、建物跡より旧いことは明白である。鍛冶炉は建物跡の西側 10 ｍの辺りでも検出されており、
当地区は周辺の焼土遺構と共に把手付土器や羽口・鉄滓・鉄製品に関わる生産場所であった。従って
一括土器群Ｂには、掘立柱建物跡に関連すると考えられる灰釉陶器やかわらけ等（新）と共に、それ
以前の鉄生産に関連する把手付土器等（旧）が含まれⅠａ旧期とⅠａ新期の遺物に区分できる。斜面
部東側の矩形を示す区域には、焼土遺構が集中する地点があり、周辺では縦削の見られる底径 19㎝
の長胴甕や椀形鉄滓が見つかっており、これらもⅠａ旧期に属すと考えられる。
　Ⅰｂ期の終末はⅡａ期城郭の造成が始まる時期である。Ⅱａ期については、当遺跡の一括土器群Ａ
（Ⅰｂ期）の年代的位置付けが要になる。一括土器群Ａは、12 世紀初頭の中尊寺金剛院遺物群等の比
較によって、椀・皿の一部の類似性と柱状高台が存在しないことから、12 世紀初頭以前の 11 世紀
後葉と判断した。無論、大鳥井山遺跡出土のかわらけに虚空蔵タイプや椀の類似品を含むことを前提
にしており、11 世紀中葉とした灰釉陶器の年代を考慮したものである。そして、在地有力者が力を
注いだ宗教施設（建物跡）を、廃絶しなければならない程の緊迫した状況を想定し、当地域と近い山
本郡西部（荒川）を根拠地とする吉彦秀武と関係する一族による城郭と考えた（利部編著 2007）。
そうであるならば、一括土器群Ａを後三年合戦（1083 ～ 1087）の開始頃に考えることができ、虚
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空蔵タイプの小皿は 11 世紀後葉の前半に比定できる。
　以下に、一括土器群Ａを持つＳＺ 1770 に関して付言しておきたい。地鎮に伴ってＳＺ 1770 を
地山主体土で覆う在り方は、尾根部の造成に関わるもので、斜面の空堀や切岸等の造成と併せた城郭
造成の一環として実施されたものと考えている。地鎮の纏まったかわらけの在り方は、城郭造成に当
たり従来のかわらけを払拭する意味も込められた、新たな決意を含む儀礼ではなかったろうか。な
お、仮上屋施設は斜面部に対面しており、岩見川が流れる城郭外も視野に入れた斜面監視施設と見ら
れる。上記編年観に照合すると、ＳＺ 1770（Ⅰｂ期）は斜面建物跡の造成やその後の存続に、ＳＺ
1769 はそれ以前の鉄生産に関わっていたと推定する。以上を整理すると、テラス状遺構の造成から
建物存続期間に関わるⅠｂ期が 11 世紀中葉、城郭の開始はⅡａ期の始まりとした同後葉の年代観が
想定できる。
　今回、一括土器群Ｂについて灰釉陶器やかわらけ等（新）と把手付土器等（旧）の新たな解釈を示
してある。報告書刊行直後に、「ＳＺ 1999 の造成期とＳＢ 1008 の存続期を、一連の時期と捉えⅠ
ｂ期、これ以前のＳＳ 1001 などをⅠａ期とする。」と述べ 11 世紀中葉と述べた（利部 2007）。当
時一括土器群Ａ群の年代把握が手探りの状況で、前述した灰釉陶器と平泉初期遺構群のかわらけに依
拠していたが、一括土器群Ｂの同時性には不自然な面を感じていた。その後 15 年の歳月が流れ、一
括土器群Ａの年代については概ね首肯されている。改めて把手付土器等（旧）から灰釉陶器やかわら
け等（新）の変遷を提示し、前者には10世紀後葉も意識しつつ11世紀前葉の年代を考えておきたい。
　なお把手付土器の下限については、柱状高台を伴って青森県朝日山遺跡から出土した例があり、当
地域土器編年の再構築を試みている木村高は、11 世紀後葉から 12 世紀前半の年代を推定している
（木村 1998）。鉄生産に関しては、２基検出した鍛冶炉が斜面の裾部から見つかり、その上方や東側
未調査区に他の鍛冶炉の存在が強く示唆される。また、斜面に存在した城郭以前の小規模なテラス状
遺構には、鉄生産や掘立柱建物跡建設に関わる作業小屋等が想定される。
																																							

　４　大鳥井山遺跡・鳥海柵遺跡との関連から
　
　前項までは虚空蔵大台滝遺跡の概要について、遺構・遺物の在り方、年代について述べてきた。遺
跡は城郭としての特徴を備えており、この視点から遺跡を捉え直し前九年合戦（1051 ～ 1062）と
関連する大鳥井山遺跡・鳥海柵遺跡について検討する（島田 2011、浅利 2011）。
　虚空蔵大台滝遺跡は和田丘陵地に接する平坦な御所野段丘の一角を占めており、南側が岩見川に面
した段丘崖と北側が弓形状に張り出した段丘崖、それらが窄まる南西端側は中央に東西の沢が入る段
丘崖である。つまり平坦面の東端部を除く遺跡全体が段丘崖に囲まれた遺跡である。遺跡は南側にあ
る東西の沢で、東西に長い瘠せ尾根部と北側の半月状の平坦部に大きく二分されていた。平坦部は大
きな空堀によって、西側の平行四辺形状の平坦部と東側の二等辺三角形状の平坦部に分断され、後者
は空堀と推定される窪地によって三角形状の平坦部と先端部に分かれている。これらを平行四辺形状
の平坦部から斜面も含み、順に郭１・郭２・郭３、更に瘠せ尾根部の郭４と改めて呼称する。
　郭１は、南から東側にかけて概ね大規模な空堀が巡らされ、平坦部の斜面際には柵跡、南西側に出
入口が確認できる等、本城郭の主体を成す本郭と言える。郭２・郭３・郭４は本郭に付属する郭と理
解され、これらを本郭に対応させて支郭と仮称しておく。発掘調査によって、本郭の平坦面に小規模
な空堀が確認され、広範な平坦部を区切った利用の仕方が見られる。虚空蔵大台滝遺跡をこのように
理解すると、本郭の郭１は各支郭に比べて相対に大規模であり、他の郭は人為で区切った郭２・郭３
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と自然地形の沢で区切られた郭４が存在する。
　次に清原氏の拠点とされる大鳥井山遺跡について、主に郭の配置を中心に比較してみる。遺跡は秋
田県横手市に所在し、横手盆地を見下ろすように奥羽山地に繋がる丘陵地に位置する。遺跡の西側は
概して急崖を成し防御機能を発揮しており、それと丘陵地平坦部との比高差は 10 ～ 20 ｍである。
南北に長い丘陵部と、北側と東側に接する平坦部で構成された小吉山、及びこの南にあり南西から北
東に入り込む沢と同方向で接した丘陵部大鳥井山、この二つを合わせた範囲が遺跡であり東側は南北
の低地に区切られている。これに沿う東側の羽州街道を挟んで、大鳥井山遺跡と匹敵する規模を持つ
台処館跡が位置している（冨樫 2011）。台処館跡の発掘調査成果によっては、大鳥井山遺跡の評価
が大きく異なってくることが想定される。
		大鳥井山遺跡は、島田祐悦によって小吉山（北部地区・東部地区・西部地区・南部地区）と大鳥井山（西
部地区・東部地区）に区分されている（島田 2011、図７）。氏の区分は、遺跡の説明をするための
便宜的な区分と理解している。区画については、小吉山の範囲を区分した八木光則の先行区分があ
る。氏は北に突出する小規模な区画、その南で小吉山の小高い尾根の北側にある平坦面、それを意識
した南東部のやや低い平坦部、この西に接する小高い尾根と大きく４区画を示した（八木 1989）。
八木による区分は、遺跡の成果から地形や性格を考慮したものである。筆者もこの区分に追随しつつ

図７　大鳥井山遺跡と台処館跡の範囲
（島田 2011より）
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も、改めて本郭と支郭の視点から郭の在り方を検討してみたい。
　発掘調査の結果を踏まえて、西側斜面以外を北・東・南の空堀と土塁でコの字に囲った小吉山の北
側平坦部は、東西の空堀や土塁によって一つの郭を形成した遺跡で最も重要な区域である。この北側
の突出する低位で小規模な区画も、一郭と見做すことができる。この重要地区の南に接する低位平坦
部と小吉山の尾根、これらは一部の調査ではあるが南北の境界が確認できていないため一連の郭と把
握できる。島田の※印小吉山南部地区では、西端の沢開口部を除き幅広の空堀もしくは大溝が復元さ
れているが、沢部に手を加えた程度と思われる。これと東側を巡る二重で幅広の空堀・土塁によって、
低い平坦部が区画されていた。以上小吉山区域を３つの郭に区分してみた。
　注目したいのは城郭の東側を区画している二重の空堀・土塁の存在である。先に小吉山の北側平坦
部を郭としたが、二重の空堀・土塁がそれを囲むように東側から、幅が狭まるものの北側に延びてい
る。つまり、高位の北側平坦部から低位の南東平坦部が尾根を含み、二重の空堀・土塁と南限の沢部（空
堀・大溝）によって囲まれているのである。これを本郭と把握する郭１とし、この北側の突出する区
画を郭２、低地を含んだ大鳥井山を郭３とする。郭２と郭３は、本郭に付属する支郭である。南北方
向の二重の空堀・土塁には出入口とされる土橋があり、これが本郭と見做した東側区画線の中央に整
然と配置されている状況も、本郭と見做す在り方と整合性がある。本郭に明瞭な出入口が付設されて
いることも、虚空蔵大台滝遺跡の共通点として挙げておく 5）。
　これらの点を虚空蔵大台滝遺跡の郭群と比較すると、遺跡の主体となる本郭が存在し、それに付属
するいくつかの支郭で構成された城郭としての共通性を見出すことができる。小吉山の北側平坦部を
南で限る空堀や土塁は、本郭内部における郭を形成する区画施設であり、虚空蔵大台滝遺跡本郭の南
西部で見つかった平坦部空堀と類似した性格と見做される。また大鳥井山遺跡の郭３では、山頂部の
狭い空間に四面庇付建物が見つかり、寺院跡に想定されている（島田・信太編著 2009）。尾根部末
端側の十三塚の存在からも、丘陵部は信仰領域と考えられる。虚空蔵大台滝遺跡の郭４も、かわらけ
に関連した地鎮行為のあった信仰領域と考えており（利部 2008 ａ）、両遺跡の共通性が窺われる。
　一方、両遺跡の相違点も見出すことができ３点を指摘しておく。一つ目は、本郭を形成している斜
面の在り方である。虚空蔵大台滝遺跡の沖積地と本郭平坦部では約 35 ｍ、大鳥井山遺跡の沖積地と
本郭北側平坦部では約 20 ｍあり、前者は南側斜面に急峻な切岸を持つ。二つ目は、正門と考えられ
る出入口は、虚空蔵大台滝遺跡では本郭の末端にあり、大きく迂回して郭内に入る在り方だが、大鳥
井山遺跡では内部と外部で屈曲して直接繋がっている。三つ目として、丘陵地の選択の相違である。
虚空蔵大台滝遺跡では、背後に山地が迫っているのに対して、大鳥井山遺跡では山地までの距離があ
る。３点を包括すると、虚空蔵大台滝遺跡は大鳥井山遺跡と比較して、軍事面でより実践的な城郭構
造を備えていると評価できる。　
　以上は、秋田県内の清原氏に関連した代表的な遺跡を検討したが、一方で安倍氏の根拠地とされる
鳥海柵遺跡との関連はどうであろうか。鳥海柵遺跡原添下区域のＳＢ１・ＳＢ２は、堀Ａの東西・南
北に平行して東西に長い四面庇付建物を配置している（図８）。その配置状況は、古代官衙の政庁及
05）	清原氏系統と考えている遺跡に、秋田県由利本荘市老方所

在の西ノ浜台地遺跡がある。幅４～５ｍ・長さ約 300 ｍ
にも及ぶ空堀を持ち、2021 年３月に初めて城館として登
録された（三原・佐々木 2021）。遺物が採集されておら
ず未掘の状況下で、虚空蔵大台滝遺跡や大鳥井山遺跡と比
較し、同期に比定した口頭発表を行った（利部 2021）。
その際、主郭と副郭の視点で大鳥井山遺跡を検討し、本郭
内の北側の郭を副郭この南側を主郭と理解し資料を作成
した。偶然にも、千田嘉博による「小吉山西部・東部が城

郭として内、小吉山北部が外。」の理解と整合していた（千
田 2010）。しかし、口頭発表では、二つ合わせた範囲を
主郭と見做す案も提示し、資料内容に限定しない考え方も
付け加えた。南東側で主郭を囲む空堀の中央に、出入口が
存在するためである。なお大鳥井山遺跡については、正門
の出入口から入る本郭内導線の在り方等から、本郭北側の
区域を城郭の中心的場所と考えている。本郭と支郭の考え
方は、このような西ノ浜台地遺跡の評価を検討する経緯か
ら生まれてきた。
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図８　鳥海柵遺跡の範囲と掘立柱建物跡 （浅利 2011より）

鳥海柵遺構模式図

鳥海（伝本丸）区域　⑬ SB1.2 平面図

縦街道南（伝三の丸）区域　⑰ SB1.2 平面図
原添下（伝二の丸）区域南東部遺構配置図
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びその区画施設の規範を踏襲していると見做される。鳥海区域は南北の堀Ｂで東西の領域に区画され
るが、西側区画内でも堀Ｂを意識して原添下区域の建物配置とほぼ類似した配置をとる。また縦街道
南区域のＳＢ１・ＳＢ２は信仰領域の建物と考えられるが（図８左下）、大きな棟は概ね東西に長い
配置をとり、両棟共に東西・南北を意識している。これら建物は、南北軸線が原添下区域や鳥海区域
の建物と大きく異なるが、東西は南北の沢、南北は丘陵縁辺の稜線と平行しており、これらの区画線
を意識している。鳥海柵遺跡の３区域は、区画南東部の二ノ宮後区域も含む一帯化した遺跡と改めて
評価されよう。その遺跡の範囲は、最も南にある沢の西で大きく括れる所から原添下区域を区画する
南側沢の西端を北に延ばし縦街道南区域を区画する北側沢と交わる辺りで西側を限る、南北に長い略
長方形と推定される。
　これら３区域の建物は、丘陵縁辺の稜線・東西の沢・堀Ａや堀Ｂと関連しており、東西・南北を意
識したものである。建物を囲む外側の区画施設の在り方は城柵や郡衙における外郭線と類似し、東西
に長い四面庇付建物は、方形政庁内部の正殿が東西に長く配置される在り方とも類似している。鳥海
柵遺跡の区画施設と四面庇付建物の関係は、古代城柵や郡衙等の政庁内部正殿の配置を踏襲している
と見做されよう。
　鳥海柵遺跡と虚空蔵大台滝遺跡を平坦部の区画で対比した場合、虚空蔵大台滝遺跡の本郭である
郭１は、地形に沿った不整な平行四辺形、郭２は三角形、郭３と郭４は不整形となり、鳥海柵遺跡
の区画が方形基調になるのとは全く異なる。大鳥井山遺跡は、本郭である郭１をはじめ、郭２・郭
３も地形の形を考慮した不整形の区画であり、この点で虚空蔵大台滝遺跡の在り方と共通してい
る。方形基調の郭で構成された城郭と、不整形の地形を利用した本郭と支郭で構成された城郭は、
11 世紀における安倍氏城郭と清原氏城郭及びこの系列にある城郭の大きな相違点と考えられる。																		
　鳥海柵遺跡については、「鳥海柵跡は、この方形構造を採用し、丘陵縁辺部の沢地形を利用した直
線的な堀跡で構成される。」とした、島田祐悦と信太正樹の指摘がある（島田・信太編著 2009）。鳥
海柵遺跡の方形構造を意味する方形基調の郭は、前述したように東北地方を主とする城柵の政庁や外
郭における方形を意識したものである。城柵を方形基調型城郭とすると、鳥海柵遺跡の城郭はこの系
譜上にあると評価されよう 6）。鳥海柵遺跡の方形区画内にある東西に長軸を持つ四面庇付建物も、方
形基調の郭と整合性がある。
　対する大鳥井山遺跡・虚空蔵大台滝遺跡は、本郭が地形に沿って構築されており方形基調の郭を逸
脱した不整形基調型城郭とも言うべき形状である。但し、大鳥井山遺跡本郭の北側を占める方形区画
はその名残を留めている。鳥海柵遺跡の城郭は、方形基調の郭（政庁と外郭）を入れ子状にした近傍
の胆沢城を強く意識したものであろう。大鳥井山遺跡に関しては、「外観構造は、出羽国北半の不整
形構造の城柵である払田柵跡に求められる」（島田・信太編著 2009）、或いは「払田柵から大鳥井山
に代表される清原氏城館への景観移行」（高橋2010）とする意見がある。しかし、払田柵跡の区画線（外
郭線や外柵）は低地に築かれており、外郭線内の斜面が敵方と直接接する防御施設として機能しない
構造である。斜面に防御機能を持たせたり、丘陵上の縁辺に区画線を築く在り方とは、根本的に異なっ
ているのである。大鳥井山遺跡は、新たな発想の基で構想された不整形基調型城郭と把握することが
できる。具体的には、中心的区画（本郭）が入れ子型から並置型へ、外郭線（遺跡の輪郭）が直線連
結型から曲線型へと変化しており、方形基調型城郭から脱却した構造である。それは、奥六郡俘囚長
の安倍氏に対抗して考案されたものと考えられる。
		以上、軍事面を重視した虚空蔵大台滝遺跡の城郭は、鳥海柵遺跡の行政重視の城郭構造とは対照的
06）	鳥海柵遺跡の方形基調の城郭は、列島各地の条里や都城・ 国府・郡衙・城柵等の垂直に交わる基線と通底している。
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であり、大鳥井山遺跡はその中間的な特徴があると考えている。

　５　おわりに

　本文では、虚空蔵大台滝遺跡の発掘調査成果を述べ、その成果も考慮し城郭の区画線と郭に焦点を
当てて記述してきた。そして、城郭の主体を成す本郭とそれに帰属する郭を支郭とする観点を重視し、
大鳥井山遺跡にも対応させて述べた。大鳥井山遺跡と対峙する鳥海柵遺跡では、本郭自体が区画線や
郭から明確に把握できず、区画施設や遺構の在り方から方形基調型城郭である古代城柵の系譜上にあ
ると判断した。結果として、11 世紀における安倍氏の鳥海柵遺跡を方形基調型城郭の末裔、清原氏
の大鳥井山遺跡及びその系列にある虚空蔵大台滝遺跡を不整形基調型城郭と把握した。
　虚空蔵大台滝遺跡の城郭は、かわらけや灰釉陶器等の年代から後三年合戦と関連した遺跡と考えて
いる。前九年合戦と関連する大鳥井山遺跡の城郭に後続するのは、虚空蔵タイプの小皿の在り方から
も概ね首肯されている。清原氏の根拠地大鳥井山遺跡では、不整形基調型城郭が従来の方形基調型城
郭を排除するように発生し、その基本構造（本郭と支郭）を更に実践重視の観点で構築したのが虚空
蔵大台滝遺跡である。防御機能を有する斜面はより高く急峻な地形、出入口は本郭に接するが城内に
敵方がすぐに到達できない構造、防戦に苦慮した場合は山地に逃げ込める立地、これらは本文で指摘
したところであり中世山城の特色を備えたものである。
　文献史上の古代から中世への変化は、これまでの古典的な鎌倉幕府の成立（1192）を契機とする
考え方から（藤 1979）、遡って考えられてきている。一つには武家政権の台頭を基点とする、保元
の乱の保元元年（1156）を中世の幕開けとする説がある（五味 1988）。一方近年は、院政の開始
を重視した見方が定着しつつあり、白河上皇の応徳３年（1086）とするか、遡った後三条天皇即位
の治歴４年（1068）に相当するか、二つの見方がある（今谷 2018）。現代は後者の説が一般化し
つつあるようである（新村編 2018）。
　改めて上記３遺跡の年代を整理すると、鳥海柵遺跡については 11 世紀前半から中頃に考えられて
いる（浅利 2011）。大鳥井山遺跡では、ロクロ土師器の年代からⅠ期：10 世紀後半、Ⅱ期：11 世
紀前葉から中葉、Ⅲ期：11 世紀後葉から末葉とし、各期に新古の小期を設けている（島田・信太編
著 2009）。大鳥井山遺跡の四面庇付建物や二重空堀・その土橋をⅡ期の新期に当て、Ⅲ期を最終的
な姿としており（島田 2011）、主たる年代は 11 世紀中葉から後葉と見られる。虚空蔵大台滝遺跡
の城郭としての年代は、後三年合戦と関連させた 11 世紀後葉である。方形基調型城郭の末裔とした
鳥海柵遺跡、これと並行する不整形基調型城郭の大鳥井山遺跡、これに後続する同型式の虚空蔵大台
滝遺跡に至る流れは、文献史上における古代から中世への推移と概ね整合している 7）。
　古代から中世の城郭について述べたのに、律令城柵（古代の城柵）と俘囚城柵（安倍・清原氏関係
の城柵）に分類した八木光則の論文がある（八木 1989）。八木は、「胆沢城や払田柵跡は（中略）中
央に方形に区画する政庁を設け（中略）。鳥海や大鳥山ではそれぞれの曲輪を地形に合わせて独立さ
せ区画している。」と構造の違いを述べ、俘囚城柵と中世城郭との類似性を指摘した。筆者の論述は
これを発展的に整理したもので、虚空蔵大台滝遺跡を中世の始まりを象徴する城郭、大鳥井山遺跡は
その胎動期と位置付けることができよう 8）。

07）	本論は中世の始まりを、文献史上の解釈に対して「考古学
的資料（遺跡・遺構・遺物）」を用いて提案したものであ
り（坂詰 2020）、城柵が設置された北方地域で見出すこ
とができた東北地方独自の視点でもある。

08）	井上雅孝は、椀・小皿をセットとするロクロかわらけの出
現を大きな画期と捉え、11 世紀後半代の岩手県大釜館遺
跡等の段階を中世の始まりとしている（井上 1996）。
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　また同論文で八木が、「囲郭集落は生活を基礎とする構造」と述べたように、東北北部のいわゆる
古代防御性集落も視野に入れていかなくてはならない。安倍氏や清原氏は、奥六郡や山北三郡の俘囚
長として北方交易にも深く関わっており、防御性集落の在り方と無関係とは言えない。今後、古代防
御性集落を城郭と居館の視点から、防御性集落の時代性の問題（古代・中世）も含んで、不整形基調
型城郭（本郭と支郭）との関連性を追求する必要がある 9）。囲郭施設や立地等によるいわゆる古代防
御性集落ありきではなく、個別的な遺跡の検討から城郭・居館・その他の性格付けができるのか、今
後具体的な検討を要する 10）。
　以上、本文では虚空蔵大台滝遺跡の発掘調査成果を詳述し、これを契機に類似遺跡の検討を経て、
古代から中世の変革期の内容に言及した。
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